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■研究論文

１．はじめに

　日本全国にある約 46万か所の遺跡のうち，縄文遺跡は約 8万

8千か所あり，その約 4割が北海道・青森県・秋田県・岩手県の

4道県に分布している 1）。2021年の第 44回世界遺産委員会の

会合において世界遺産一覧表へ記載された「北海道・北東北の縄

文遺跡群」は，これら 4道県の 14市町村に位置する 17の縄文

遺跡からなる考古遺跡群である（図－１，表－１）。本遺跡群は

三内丸山遺跡をはじめ，日本の縄文時代を代表する，日本考古学

の発展へ多大なる寄与をしてきた数多くの著名な遺跡から構成さ

れている。各遺跡では，ガイダンス施設における展示や体験学習

などの様々な公開・活用に関する取組が行われており，これら一

連の取組を通じて，個々の遺跡を訪れた来訪者へ遺跡の価値が伝

達されている。

　世界遺産に登録された本遺跡群は，顕著な普遍的価値 
Outstanding Universal Value（以下，OUV）を有する。世
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界遺産に登録された本遺跡群は，個々の遺跡における価値と併せ，

この世界遺産としての価値であるOUVを，広く遺跡群全体の

価値として伝達する必要がある。

　一方で，令和 3年 3月，文化審議会世界文化遺産部会により

取りまとめられた「我が国における世界文化遺産の今後の在り

方（第一次答申）」では，「我が国において顕在化している課題」

として，世界遺産の価値伝達について以下のような指摘がなされ

た 2）。

世界遺産に登録された後，あらゆる保存及び活用の取組の

礎となるのは，世界遺産委員会において公式に承認された

OUVである。特にシリアル資産の場合，それぞれの構成資

産においては当該資産の価値のみならず，全体のOUV及

びそのOUVに当該構成資産がどのように貢献するのか，

あるいは他の構成資産との関係という観点から価値を発信

することが求められる。

　これは，鈴木（2016）が「日本の文化財と世界遺産とでは，

価値の在り方が異なる」と指摘しているように 3），日本の文化財

として伝達すべき価値の体系と世界遺産として伝達すべき価値の

体系が異なるために生じている課題である。日本において史跡は，

個々の史跡に見いだされた本質的価値に基づいて，来訪者に対し

て遺跡の価値伝達が行われている。文化庁が 2004年にとりまと

めた『史跡等整備のてびき（以下，『てびき』）』4）において，史

跡等整備の理念は，「まず，国民共有の財産である史跡等の本質

的価値を保存し，次世代へと確実に伝えていくことが基本」であ

り，「そのためには，充実した調査研究の下に史跡等の本質的価

値を明らかにし，その成果を十分に踏まえた精度の高い整備を追

求する必要がある」とされる。史跡整備は，個々の史跡が持つ「本

質的価値の望ましい保存状態を維持・創造し，地域社会に活用と

発展の効果をもたらすような公開・活用の場を提供するための手
図－1　各構成資産の位置（筆者作成）
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法 5）」であり，その中には「地域住民と来訪者が本質的価値の情

報を共有し，多様な活用ができるように空間・施設を準備するた

めの手法 6）」が含まれる。世界遺産に登録された本遺跡群を構成

する各遺跡でも，OUVに基づく遺跡の価値の伝達ではなく，本

質的価値に基づき遺跡の価値の伝達が行われてきた 7）8）9）10）。

　一方で，世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の各遺跡では，

来訪者に対して個々の史跡の本質的価値だけでなく，遺跡群とし

て共通して見いだされたOUVに基づいても，価値を伝達する

必要がある。世界遺産条約の前文にて，「文化及び自然の遺産に

は，特別の価値を有しており，したがって，全人類のための世界

の遺産の一部として保存しなければならないものがある 11）」と

述べられているように，遺跡群を「世界の遺産の一部として継承」

していくためには，遺跡群のOUVを個々の遺跡を通して伝達

できるよう，来訪者への価値の伝達手法について検討する必要が

ある。本遺跡群が世界遺産リストに記載される以前は，遺跡群の

OUVが証明されていないため，遺跡群としての価値を来訪者へ

伝達する方策は検討されてこなかった。本遺跡群に関する既往研

究は，世界遺産登録に向けた各自治体による取組を通じた，観光

振興やそれに伴う地域振興が主題とされてきた 12）13）。

　世界遺産委員会の諮問機関およびUNESCO世界遺産セン

ターが発行している“Managing Cultural World Heritage”
では，本遺跡群のようなシリアル・ノミネーション（関連性の

ある資産群）におけるマネジメントについて，構成資産間での

適切なコミュニケーションや調整の必要性が謳われている 14）。

Barbara et al.（2009）は，構成資産間での適切なコミュニケー

ションに基づき，各構成資産間で一貫したメッセージを伝達でき

るよう統合された方法で行われるべきだと指摘している 15）。ま

た，山内（2014）は，シリアル・ノミネーションである世界遺産「富

岡製糸場と絹産業遺産群」の4つの構成資産の相互関係について，

「どの資産を訪れても他の三資産と共に資産の顕著な普遍的価値

が成り立っていることへの理解が深まるようになっていることが

望ましい」と指摘し，その見せ方は「来訪者一人一人の経験とつ

ながりを感じさせる」ことが望ましいと述べる 16）。また，下田

（2013）は，構成資産間での一体的な取り組みとともに，世界遺

産以外の文化財等との関連付けもさらに積極的に図ることが求め

られ，各分野への関心の入り口となって関連資産へと興味を展開

していく核となりうる存在としての世界遺産の在り方を提示して

いる 17）。このように，シリアル・ノミネーションの管理や価値

伝達の特徴などは先行研究でも指摘されてきたが，個々の構成資

産におけるOUVの具体的な伝達手法については，未だ検討の

表－1　各構成資産の概要（「北海道・北東北の縄文遺跡群」公式ウェブサイトおよび推薦書より筆者作成）
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段階にある。

　本研究は，「北海道・北東北の縄文遺跡群」を対象に，各遺跡

のOUVとして評価された要素の伝達という，世界遺産登録に

際して評価された遺跡群としての価値伝達への貢献という観点か

ら，シリアル・ノミネーションの構成資産が果たすべき価値伝達

の考え方を，既往研究を踏まえて整理する。次に，各遺跡で世界

遺産登録を目指す運動が行われていた時期である 2019年時点で

の取組について，価値伝達の現状を把握して課題を明らかにし，

来訪者にOUVを伝達できているかを考察し，今後の取組につ

いて検討することを目的とする 18）。

　本研究にて提示する遺跡群としての価値伝達手法は，世界遺産

の枠組みの中でのみ捉えられるものであることに留意しなければ

ならない。世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」について，西川（2019）
が「世界遺産は価値となるある一つのストーリーに基づきその構

成資産を決める。しかし地域の歴史はこの一つのストーリーに全

て入るものではない。来歴もさまざまで現在の在り方もさまざま

である 19）」と述べているように，個々の遺跡は，地域の記憶の

継承や日本考古学の発展の上で欠かすことのできない，世界遺産

の価値基準では評価されない価値を有する。また，遺跡間のつな

がり等も，必ずしも世界遺産におけるつながりだけが示されるこ

とが望ましい，ということではない。本研究の射程は，あくまで

も世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の各遺跡において，

OUVを伝達する上での方針の立て方を検討するものであり，そ

れ以外の枠組みや価値を否定するものではない。

２．世界遺産における遺跡群としての価値伝達

（１）シリアル・ノミネーションの構成資産が伝達すべき価値

　17の縄文遺跡から構成される「北海道・北東北の縄文遺跡

群」は，シリアル・ノミネーション（関連性のある資産群）と

して世界遺産リストに記載された。2021 年版「世界遺産条

約履行のための作業指針 Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention（以下，

「作業指針」） para. 137」では，シリアル・ノミネーションとは

各構成資産が以下の条件を満たすものとしている 20）。

 a） 構成資産は，長期間にわたる文化的，社会的，機能的結び

つきを反映し，景観上，生態上，進化上又は生息上の繋が

りを反映しなければならない。

 b） 各構成資産は，容易に定義・識別される実質的かつ科学的

な方法によって，全体として資産のOUVに寄与するも

のとし，特に無形の属性を含む場合もある。この結果とし

て生じるOUVは，容易に理解され伝達されなければな

らない。

 c） 資産の推薦過程（構成要素の選定を含む）において，一貫

性を保つため，かつ構成要素の過度な断片化を避けるため，

全体的な管理の可能性及び統一性を十分に考慮しなけれ

ばならない。

　鈴木（2017）は，上述の「作業指針」第 137項に基づき，シ

リアル・ノミネーションの価値の観点について，「シリアル・ノ

ミネーションの場合，個々の構成資産には必ずしも顕著な普遍的

価値（OUV）が求められるわけではないが，少なくとも推薦資

産全体としてOUVを示す必要がある。それと同時に，各構成

資産がその全体のOUVにどのように貢献しているのかを十分

に証明する必要がある。さらに，各構成資産同士が文化的・社会

的・機能的に結びついている必要がある。」と述べている 21）。

　つまり，シリアル・ノミネーションの世界遺産リストへの推薦

にあたっては，「資産全体としてのOUV」，「各構成資産がどの

ように資産全体のOUVに貢献しているのか」，「各構成資産間

の関係性」の 3点を「いずれも満たすように構成資産を選択し

なければならない 22）」と指摘している 23）。これは，シリアル・

ノミネーションとして資産を評価するに当たっての観点であると

同時に，各構成資産において来訪者に伝達すべき事項の観点とも

いえる。

　シリアル・ノミネーションの各構成資産は，「個別の価値」が

見出される「個別の要素」を有している。また，各構成資産には

共通してOUVが見いだされ，後述するように，OUVの属性に

該当する「OUVを構成する要素」が各構成資産の「個別の要素」

から共通して見いだされる（図－ 2）。「個別の要素」は，「OUV
を構成する要素」と，それ以外の要素である「OUVとは直接関

わらない要素」も含んでいる。そのため，シリアル・ノミネーショ

ンとしてのOUVの伝達を考えるに当たっては，各構成資産に

おいてOUVとの関係から評価される「OUVを構成する要素」を，

各構成資産の要素から抽出し，来訪者に伝達する必要がある。

（２）世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」における価値

　本遺跡群は，「北東アジアにおける世界的にも稀な長期間継続

した採集・漁労・狩猟文化による定住の開始，発展，成熟の過程

及び精神文化の発達をよく表しており，農耕文化以前における人

類の生活の在り方と精緻で複雑な精神文化とを示す物証」として

顕著な普遍的価値を持つ 24）。世界遺産委員会による，資産の世

界遺産リストへの記載に当たっては，その資産が「作業指針」に

おいて定められている 10の評価基準のうちいずれか１つ以上に

該当する必要がある。本遺跡群に対しては，「本資産は，長期間

継続した採集・漁労・狩猟を基盤とした世界的にも稀な定住社会

の証左であり，そこでは精緻で複雑な精神文化が育まれた」，「本

資産は，長期間にわたり継続した採集・漁労・狩猟文化における

定住の開始，発展，成熟の過程を示す稀有な物証である。人々は

農耕文化に見られるように土地を大きく改変することなく，多様

な立地に適応して多様な生業を成立させることによって，長期に

わたる採集・漁労・狩猟生活を継続した」という 2点の理由に

基づき，それぞれ評価基準（ⅲ）と（ⅴ）が適用された 25）。ま

た，本遺跡群のOUVは，①自然資源をうまく利用した生活の

あり方を示すこと，②祭祀・儀礼を通じた精緻で複雑な精神性を

示すこと，③集落の立地と生業との関係が多様であること，④集

落形態の変遷を示すこと，の 4属性に整理されている 26）。以上，

OUV，2点の評価基準，4属性，構成資産の関係は，本遺跡群

の推薦書において図－ 3のように整理されている。これらの属

性はOUVの諸側面であり 27），これら 4属性に該当する各遺跡

の要素が，各構成資産において伝達すべき「OUVを構成する要

素」といえる。各構成資産は，定住の開始，発展，成熟を 6つ

図－2　シリアル・ノミネーションのOUV構造の概念図

（文献10）を元に筆者作成）
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のステージを追って説明するべく分類，順序付けが為されており，

文化的，歴史的な結びつきをもつ（図－ 4）。
（３）価値の伝達手法としての遺跡整備

　黒崎（2004）は，遺跡を「有用物として現代によみがえらせ

るには，何らかの手続きが必要」であり，「一旦は廃棄され無用

物になった遺跡だが，これに現代的な機能を付加して再利用する」

ことが求められ，「この再生の手続きを一般に「遺跡整備」と呼ぶ」

と述べている 29）。遺跡に見出された価値の伝達は遺跡の現代的

な機能といえ，遺跡整備はその手法といえる。

　『てびき』において，遺跡は「すべての過去の人々の活動の直

接的な記録であり，人々が土地に刻んだ何らかの営為の痕跡であ

る「遺構」と，それらに関連して残存する生活用具等の「出土遺

物」，及びそれらと直接的な関係を有する空間から成る 30）」と定

義されている。この遺跡を構成する遺構・遺物・空間が組み合わ

さることで，往時に遺跡の場所で展開された行動の内容や性格が

示唆される 31）。

　『てびき』において，整備とは「「保存」と「活用」の（中略）

両側面の適切で包括的な両立を目的として，史跡等の構成要素を

整えるために実施される総合的な諸作業のうち，主として技術的

側面から行われるもの 32）」と定義されており，来訪者への価値

の伝達は「活用」に該当する。『てびき』においては，主として

活用を目的とする技術として，「環境基盤の整備」「遺構の表現」「管

理・運営及び公開・活用に関わる施設の設置」が示されており，

特に来訪者への価値の伝達を担う施設として，具体的に以下の３

施設が示されている 33）。

（ⅰ） 来訪者の史跡等への理解に欠くことの出来ない情報のみな

らず，「遺構の表現 34）」に対する理解を助ける上で補完的に

必要となる情報を提供し，文字，図版，写真等によって情

報の伝達を図る説明板及び案内板の施設である「野外解説

施設」

（ⅱ） 主として史跡等に隣接する区域において，史跡等の本質的価

値に関する解説を集約的に行う建築施設等である「ガイダ

ンス施設」

（ⅲ） 道具の製作とその使用，農耕作業をはじめとする生産活動

等，衣食住に関わる各種の体験学習を通じて，史跡等が属

する時代の歴史及び文化を学習するための建築施設等であ

る「体験学習施設」

　坂井（2017）が，日本の遺跡に史跡整備が必要な理由を，「遺

構の多くは土を掘り込んだだけのものであり，その保存のために

埋め戻すが，その結果，遺跡は平坦な原っぱとなり，その内容は

まったくわからなくなる」ゆえであると指摘しているように 35），

遺跡を訪れただけで来訪者がその価値を理解することは難しい。

来訪者へ往時に遺跡の場所で展開された行動の内容や性格といっ

た遺跡の価値を伝達する上では，遺構・遺物・空間とともに遺跡

の価値に関する情報を組み合わせる必要がある。この遺跡への来

訪者の理解に欠くことのできない情報 36）や遺跡に関する総合的

な情報の提供 37）を，野外解説施設の説明板やガイダンス施設の

展示が担っている。また，会田（2018）は，「重要な課題はその

遺跡で展開された人間行動を復元し，考古学的成果に基づいて地

域社会に説明すること」との認識を示した上で，動作連鎖研究
38）の成果である「遺跡で生きた人々の実態復元」を，体験学習

へ繋げることで，過去の人間がどのように生きてきたのかを実感

できると述べている 39）。中島（2014）も，現在行われている体

験学習の多くに対して，「考古学を応用した体験学習には，学術

的な裏付けが不可欠である」との課題を指摘した上で，「遺跡の

特徴を把握し，学習活動について再考すること，さらには調査・

研究に基づいた学習活動を工夫していくことが肝要である」と述

べている 40）。したがって，来訪者へ遺跡の価値を伝達する上で，

各種体験学習は，遺跡に関する調査・研究で得られた情報と結び

つけて実施される必要がある。以上をまとめると，来訪者への遺

跡の価値の伝達においては，まず遺構・遺物・空間から構成され

図－3　遺跡群のOUV,評価基準,属性,構成資産の関係図

（文献26）を元に筆者作成）

図－4　遺跡群の集落展開及び精神文化に関する６ステージ

（文献28）を元に筆者作成）
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る「遺跡」と，説明板やガイダンス施設の展示を通して提供され

る「情報」を結びつけ，それらの「遺跡」と「情報」に，体験学

習を通じて過去の人間の生き方を実感する「行為」を結びつける

必要がある。価値を理解するために必要な「行為」は，調査・研

究で得られた「情報」を基に実施する必要があるため，「遺跡」

と「行為」を直接的に結びつけるのではなく，「情報」を介して

結びつける必要がある（図－ 5）。
　世界遺産は「顕著な価値を有する不動産 41）」であるため，「北

海道・北東北の縄文遺跡群」においては，不動産である遺構や空

間に世界遺産として伝達すべき価値が見出されている。しかし，

遺構・空間の中から出土した動産の遺物は，往時にその場所で利

用・廃棄されていたため，価値が見出されている遺構・空間と有

機的な結びつきを有している。先に述べたように，来訪者へ価値

を伝達する上では，遺構・空間・遺物と，それらの調査・研究を

通じて得られた，自然資源の管理による生業の様相や，往時に構

築された精神文化の様相といった「OUVを構成する要素」に関

する情報を組み合わせる必要がある。また，実施される体験学習

は，これらの「OUVを構成する要素」に関する情報に基づいた

ものであることが望ましい。よって，シリアル・ノミネーション

である「北海道・北東北の縄文遺跡群」の各構成資産においては，

個々の遺跡における先述した 4属性に該当する「OUVを構成す

る要素」を，これら「遺跡」「情報」「行為」といった手段の結び

つきを通して伝達することが求められる。

３．研究方法

　本研究は，世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の各遺跡

を対象に，遺跡ごとに整備された野外解説施設・ガイダンス施

設・体験学習施設において，個々の遺跡の「OUVを構成する要

素」が，どのような伝達手段を通して示されているか，現地調査

を行い把握した。調査は2019年9月3日～9月14日に実施した。

構成資産となっている全 17箇所の遺跡および各遺跡のガイダン

ス施設を訪れ，それぞれの取組について写真で記録をとり，補足

的にパンフレットをはじめとする配布資料の入手および関係者へ

の聞き取り調査を行った。各施設において調査対象とした取組は，

遺跡を訪れた来訪者全般に，恒常的かつ一様に価値を伝達する機

会を提供している取組とした。『てびき』において，特に来訪者

への価値の伝達を担う施設として示されている野外解説施設・ガ

イダンス施設・体験学習施設の３施設において，恒常的に設置さ

れ「情報」を提供している野外解説施設の説明板およびガイダン

ス施設の解説パネル，恒常的に「行為」を提供している体験学習

施設の体験学習プログラムである。これらの施設を利用した価値

を伝達する他の取組として，ガイド活動やイベントが挙げられる。

ガイド活動は地域住民を中心とするボランティア団体が担ってお

り，担当するガイドによって伝達内容が一様ではない 42）。その

ため，分析の対象外とした。イベントは常時開催されているわけ

ではなく，価値を伝達する機会を恒常的に提供するものではない

が，一部遺跡のイベント内で行われた体験学習は今後の価値伝達

方針の検討に資する。よって，一部のイベントを抽出し，体験学

習施設の分析内で内容に言及した。

　先に示した通り，個々の遺跡における「OUVを構成する要素」

を伝達する上では，OUVの諸側面である 4属性，すなわち①自

然資源をうまく利用した生活のあり方を示すこと，②祭祀・儀礼

を通じた精緻で複雑な精神性を示すこと，③集落立地と生業との

関係が多様であること，④集落形態の変遷を示すこと，に関する

情報の提供が求められる。本研究では，各遺跡に設置されている

情報を提供する説明板ならびにガイダンス施設内の展示解説パネ

ルについて，上記の 4属性に関する記述の有無を，段落単位で

区分し，各属性を以下のように判断した（例示文章中，下線部は

各属性に該当する記述）。なお，図や写真のみで情報を提供して

いる説明板および解説パネルは，分析の対象外とした。

　なお，表－ 2に三内丸山遺跡（青森県）に設置された説明板

および記述から伝達される属性の一覧を例示した。

①自然資源をうまく利用した生活に関する記述

　「採集」や「漁撈」，「狩猟」といった生活の様相の表現を用

いて，森林資源及び水産資源といった自然資源の管理・利用

による定住生活に関する記述の有無。

【例】河原石でつくった網のおもりがたくさん出てくることか

ら，網漁によって魚を捕ることが中心だったようです。（北黄

金貝塚説明板「B地点貝塚」より）

②祭祀・儀礼を通じた精緻で複雑な精神性に関する記述

　「祈り」や「儀式」，「葬送行為」といった表現によって，往

時の精神文化の様相に関する記述の有無。

【例】また，底をわざと壊した土器が 4カ所から見つかり，刻

みを付けた白くきれいな（線刻礫）が出土するなど，儀式を行っ

た様子もみられます。このことから，これらは壊れた道具や，

使わなくなった道具を神聖な湧き水の近くに寄せ集めて供養

した結果と考えられます。（北黄金貝塚説明板「水場の祭祀場」

より）

③集落立地と生業との関係に関する記述

　遺跡周辺に位置する「湖沼」や「干潟」，「クリの群生地」な

どといった集落の選地や「縄文海進」に代表される気候変動

に伴う集落立地の変化と，それらの立地に併せて選択されて

いた採集・狩猟・ 漁撈行為の対象（「クリ」などの樹種，「シカ」

などの獣類，「サケ」などの魚類）との関係性に関する記述の

有無。

【例】貝殻で一番多いのはカキです。この貝塚がつくられた時

期は，温暖期が終わり，寒冷期（現在と同じくらいの気温）へ

図－5　遺跡における価値の伝達手段と各伝達手段を構成する要素の概念図（筆者作成）
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と移ったために，カキが棲息できる自然環境となったのです。

（北黄金貝塚説明板「A'地点貝塚」より）

④集落形態の変遷に関する記述

　「大規模集落」や「祭祀場」，「共同墓地」といった表現によっ

て，定住の開始から成熟に至る一連の集落形態の変遷におい

て，その遺跡がどの段階に位置していたのか，集落全体の様

相に関する記述の有無。

【例】縄文時代のムラは例外的に大きなものもありますが，大

多数は北黄金貝塚のような小さなムラでした。縄文人たちは

川か湧き水のある場所にムラをつくり，定住していました。（北

黄金貝塚説明板「竪穴式住居」より）

　なお，１枚で 2つ以上の要素が記述されている説明板および

解説パネルは，それぞれの記述に該当する「OUVを構成する要

素」の件数として計上した。

　各遺跡で行われている体験学習では，来訪者へ「対象物」に対

する「行為」によって体験が提供されている。例えば垣ノ島遺跡・

大船遺跡のガイダンス施設である函館市縄文文化交流センターで

行われている「ミニチュア土器づくり」は，来訪者へ「ミニチュ

アサイズの縄文土器づくり」という体験を提供する。このプログ

ラムにおける「対象物」は「（ミニチュア）土器」であり，来訪

者の行う「行為」は製作となる。このように，体験プログラム

を「対象物」と「行為」に分け，それぞれ「OUVを構成する要

素」との関係から評価した。分析の対象とした体験プログラムは，

2019年度に年間を通して実施され，各遺跡のウェブサイトやパ

ンフレット等に記載のあったものである。

表－2　三内丸山遺跡に設置されている説明板一覧と伝達される属性

図－6　三内丸山遺跡に設置されている説明板

（2019年9月筆者撮影）

※No.13「⑩復元図」は,図のみで情報を伝達しているため,分析の対象外としている。

※説明板のタイトルは丸番号まで含めた正式な表記を採用している。なお,「⑩大型掘立柱建物」,「⑩大型掘立柱建物跡」,「⑩復元図」は,3枚の説枚板が並ん

で設置され ,すべて大型掘立柱建物について説明している。
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　また，三内丸山遺跡（青森県）は本遺跡群の世界遺産登録推進

の過程で中心的役割を担ってきたため 43），OUVの伝達に関し

て取組が先進的であると考え，各施設の取組みの実例として，三

内丸山遺跡における実際の取組を併せて紹介する。

４．各施設における「OUVを構成する要素」の伝達

（１）野外解説施設

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する 17か所の遺跡の

うち，2019年 9月時点，整備中のため非公開となっていた垣ノ

島遺跡（北海道），高砂貝塚（北海道）の 2か所を除く 15か所

の遺跡が，一般来訪者に向けて公開されていた。「遺跡によって

は案内書及び説明書（ガイドブック）を用いた解説に重点を置き

遺構の名称を示した「表示板」のみを設置する方法もある」と『て

びき』に書かれているように，説明板の文字や図版などによって

情報の伝達が図られている遺跡は，公開されていた 15か所のう

ち 12か所であった。

　三内丸山遺跡には，13枚の説明板が「遺構の表現」に隣接す

る形で設置されていた（図－ 6）。大型竪穴建物に隣接する説明

板には，「長さが 10m以上の竪穴建物は大型竪穴建物と呼ばれ

ています。この復元大型竪穴建物は長さ約 32m，幅約 9.8m，

床面積約 250㎡であり，日本最大のものです。縄文時代中期後

半（紀元前約 2800年）のものを復元しました。住居の他に，集

会場や共同作業場などの説があります。」といった，遺構の大き

さや用途に関する学説等が記述されていた。

　説明板のない伊勢堂岱遺跡（秋田県）や小牧野遺跡（青森県）

では，遺構名称を記した「表示板」にQRコードが表示されており，

端末から各遺跡のウェブページへ接続し遺構に関する情報を得る

ことができた。また，大湯環状列石（秋田県）は「4000年前か

らここにある環状列石をその目で見て，空気を肌で感じてもらい

たい 44）」という思いから，あえて遺跡に解説板を設置せず，ガ

イダンス施設の見学後に遺跡を訪れることが推奨されていた。『て

びき』ではこうした説明板は，「遺構の表現」の理解に必要な情

報を補完するとされている 45）。しかし，遺構の立体表示などを

通して来訪者の遺跡の理解に十分な「遺構の表現」が行われてい

なかった遺跡 8か所においても，遺跡の敷地内に説明板が設置

され，説明板のみで遺跡の情報を伝えようとしていた。

　各遺跡に設置されている説明板の内容をみると，一般的には遺

構の特徴や出土した遺物，また発掘調査や史跡指定の概要等に関

する情報が書かれているものが多い。それらの情報と併せて，生

業の様子や精神文化の有り様といった遺跡群のOUVに関わる

内容が記述されているものもあった。

　各遺跡に設置されている説明板における，「OUVを構成する

要素」を示す記述の有無をみると（表－ 3），説明板 103枚のう

ち 67枚に記述がみられた。最も多いのは①自然資源を利用した

生活（31箇所），次いで②精緻で複雑な精神性（23箇所）であった。

一方，③集落立地と生業の関係（12箇所），④集落形態の変遷（13
箇所）は①自然資源と②精神性の半数程度に留まり，伝達される

「OUVを構成する要素」に偏りがあった。

　最も多い①自然資源を利用した生活であっても 31箇所にし

か記述されておらず，説明板の総数が 103枚であることを踏ま

えると，そもそも説明板は発掘調査や史跡指定の概要といった

「OUVを構成する要素」と直接関わらない内容が中心的に記述

されており，来訪者へ伝達されるOUVに関する情報が少ない

といえる。

（２）ガイダンス施設

　「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成する 17か所の遺跡の

うち，2019年 9月時点，整備されたガイダンス施設は全 14施

設であった 46）。多くのガイダンス施設では，遺跡から出土した

遺物を中心に展示が構成されていた。遺物の陳列だけでは石器の

出土量や土偶の造形美を来訪者に伝えることは可能であっても，

そういった遺物に付随する「自然資源を利用した生活」の中での

使用や「精緻で複雑な精神性」を示す道具といった，個々の遺跡

における「OUVを構成する要素」に関わる情報までは，来訪者

に十分伝達されているとはいいがたい。そのため，これらの情報

を補完するために文字や図，映像といった展示解説の手法が用い

られている。

　三内丸山遺跡のガイダンス施設である三内丸山遺跡センター

（さんまるミュージアム）の展示も，1600点以上の遺物を中心

に展示が構成されていた。また，これらの遺物や遺構に関する情

報が記述された解説パネルによって，遺跡に関する情報が補完さ

れていた。さらに，デジタルフォトフレームによる最新情報の提

供や，マネキン人形を用いて往時の生活の様子のイメージが提供

されていた（図－ 7）。
　各ガイダンス施設では，解説パネルの文字情報が，価値に関す

る情報伝達の中心的な手段として用いられているといえ，その記

述を把握した（表－ 4）。
　全ガイダンス施設における解説パネルに記述された内容につい

て，全パネル数 665枚のうち，「OUVを構成する要素」が示さ

れているパネルは 215枚であった。最も多いのは②精緻で複雑

表－3　各遺跡に設置された説明板の分析結果

※①生活：自然資源をうまく利用した生活,②精神：祭祀・儀礼を通じた精

緻で複雑な精神性 ,③生業：集落立地と生業との関係 ,④集落：集落形

態の変遷

※説明板の設置数は ,枚数として計上した。説明板の内容は ,段落単位で

区分し,各属性に該当する記述箇所を計上した。

図－7　さんまるミュージアムの展示

（2019年9月筆者撮影）
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な精神性の 115箇所，次いで①自然資源を利用した生活の 98箇

所であった。一方，③集落立地と生業の関係は 27箇所，④集落

形態の変遷は 25箇所と，②精緻で複雑な精神性，①自然資源を

利用した生活を示す解説パネルの 4分の 1程度にしか記述が認

められず，伝達される「OUVを構成する要素」に偏りがあるこ

とが明らかとなった。

（３）体験学習施設

　『てびき』において体験学習施設は，体験学習の内容によって

屋内施設と屋外施設がある 47），とされているように，本遺跡群

を構成する各遺跡の体験学習施設はガイダンス施設内もしくはガ

イダンス施設に併設する形で設置されていた。2019年 9月時点

では，体験学習は全 14か所のガイダンス施設のうち 7か所で行

われていた。本遺跡群では設置されているガイダンス施設のうち

半数で体験学習が行われ，体験を通じた価値の伝達が図られてい

た。三内丸山遺跡では，ガイダンス施設である三内丸山遺跡セン

ター内に体験学習施設の「体験工房」が設けられ，縄文ポシェッ

ト作りや板状土偶作りといった体験プログラムが実施されていた

（図－ 8）。

　まず，各体験プログラムにおいて来訪者が扱う「対象物」につ

いて，「OUVを構成する要素」4属性に基づき分析した。体験

表－4　各ガイダンス施設に設置された解説パネルの分析結果

※①生活：自然資源をうまく利用した生活,②精神：祭祀・儀礼を通じた精緻で複雑な精神性,③生業：集落立地と生業との関係,④集落：集落形態の変遷

図－8　三内丸山遺跡センター「体験工房」

（2019年9月筆者撮影）

※①生活：自然資源をうまく利用した生活 ,②精神：祭祀・儀礼を通じた

精緻で複雑な精神性 ,③生業：集落立地と生業との関係 ,④集落：集落

形態の変遷,

表－5　体験学習プログラムにおける対象物と行為の分析結果
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プログラムの「対象物」が土器である場合には，食料の煮炊きに

よる多種多様な植物の利用を可能にし，結果として食糧事情の安

定をもたらした 48），という点において①自然資源を利用した生

活を示す対象物といえる。また，土偶は祈り，マツリの道具で

あるため 49），②精緻で複雑な精神性を示す対象物である。この

ようにそれぞれのプログラムにおける「対象物」を分析すると，

全体験学習プログラム数 45件のうち，「OUVを構成する要素」

が示される「対象物」が選択されている体験プログラムは 36件

であった。①自然資源を利用した生活，②精緻で複雑な精神性と

関連する「対象物」が選択されており，この傾向は遺跡の説明板

やガイダンス施設の解説パネルの分析結果と同様であった（表－

5）。
　来訪者の「行為」をみると，45件の体験プログラムのうち，

40件が製作に留まっていた（表－ 5）。①自然資源を利用した

生活や②精緻で複雑な精神性といった本遺跡群のOUVは採集・

狩猟・漁労活動や祈り・マツリといった往時の人々の行動に基づ

くものである。そうした往時の人間の行動とは，対象物の製作だ

けではなく，製作した対象物に関わる多様な行動を意味する。す

なわち，「対象物」として土偶が選択されているプログラムは，

②精緻で複雑な精神性を示してはいるものの，その「行為」が製

作に留まってしまってはその価値を来訪者に伝達する上で不十分

といえる。

　体験学習施設にて恒常的に実施されている体験プログラムでは

ないが，2019年度に垣ノ島遺跡および大船遺跡のガイダンス施

設である函館市縄文文化交流センターにて，地域の小学生を対象

にした全 2回の体験講座「鹿角釣り針と海釣り体験」が行われ

た。体験講座では，鹿の角を利用して釣り針を製作し，その釣り

針を使ってガイダンス施設付近の漁港にて海釣りが行われた。こ

の講座の「対象物」は釣り針であるが，来訪者の「行為」はその

製作だけではなく，実際の海釣りにまで至っていた。遺跡におけ

る「OUVの構成要素」の伝達を検討するならば，生活の基盤と

なる漁撈を体験できるとともに，遺跡の立地条件にあたる周辺の

海洋における生業の在り方を理解することができるという点で，

①自然資源を利用した生活や，③集落立地と生業の関係を伝達す

ることの出来る体験となっていた。

（４）施設間の関係

　先に示した通り，来訪者へ遺跡の価値を伝達するためには，「遺

跡」「情報」「行為」の 3つの手段が結びついている必要がある。

「情報」は野外解説施設およびガイダンス施設にて，「行為」は体

験学習施設にてそれぞれ提供されていた。

　遺跡ごとに，各施設間で提示されている「OUVを構成する要

素」の関係を整理すると（表－ 6），ガイダンス施設での「OUV
を構成する要素」を提示している解説パネルの記述数は，総じて

野外解説施設の説明板の記述数よりも多かった。「史跡等に関す

る総合的な情報提供を行う 50）」というガイダンス施設の性格か

ら考えれば当然の結果といえる。しかし，入江貝塚と二ツ森貝塚

はガイダンス施設の解説パネルの記述数よりも，野外解説施設の

説明板の記述数の方が多かった。既に述べているように，野外解

説施設とガイダンス施設はともに，①自然資源を利用した生活

や②精緻で複雑な精神性を示す説明板および解説パネルが多く，

「OUVを構成する要素」の提示に偏重がみられ，全般に，野外

解説施設では①自然資源を利用した生活の方が，ガイダンス施設

では②精緻で複雑な精神性の方が多く提示されており，施設の立

地や性格と提示しやすいOUVとの関係がうかがえる。野外解

説施設では，隣接する遺跡の空間や遺構と関連させ，③集落立地

と生業の関係，④集落形態の変遷を示すことも考えられるが，実

際は少なかった。

　北黄金貝塚や三内丸山遺跡，是川石器時代遺跡など，「OUV
を構成する要素」を提示する野外解説施設の説明板およびガイダ

ンス施設の解説パネルが多い遺跡では，体験学習が実施される傾

向にあった。逆に，亀ヶ岡石器時代遺跡や伊勢堂岱遺跡など双方

が少ない遺跡においては体験学習が行われない傾向にあり，遺跡

間で価値の伝達への取り組みに格差が生じてしまっている状況も

うかがえた。また，先に述べた，「OUVを構成する要素」を提

示する野外解説施設の説明板の方がガイダンス施設の解説パネル

の記述数よりも多い入江貝塚と二ツ森貝塚においては，体験学習

が行われていないこと，野外解説施設の説明板はないがガイダン

ス施設の解説板がある小牧野遺跡と大湯環状列石では，体験学習

が行われていることなどを踏まえると，ガイダンス施設での価値

の伝達が，体験学習への取組に結び付きやすいと考えられる。先

に述べたように，各遺跡の体験学習施設はガイダンス施設内もし

くはガイダンス施設に併設する形で設置されており，施設の立地

関係からも，価値の伝達における両施設の親和性の高さが伺える。

しかし，現状の体験学習においては「行為」が製作にとどまって

しまっているため，遺跡のOUVを十分に伝達しているとはい

えない。

表－6　各遺跡に整備された施設間における「OUVを構成する要素」の関係

※①生活：自然資源をうまく利用した生活,②精神：祭祀・儀礼を通じた精緻で複雑な精神性,③生業：集落立地と生業との関係,④集落：集落形態の変遷

※‐は調査期間中,整備事業実施のため非公開であり,確認できなかったことを示す。
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５．考察

　本研究では，「北海道・北東北の縄文遺跡群」におけるOUV
を「OUVを構成する要素」4属性，すなわち①自然資源を利用

した生活，②精緻で複雑な精神性，③集落立地と生業の関係，④

集落形態の変遷に整理し，それらが「情報」を提供する野外解説

施設，ガイダンス施設，「行為」を提供する体験学習施設を通し

て来訪者へ伝達されているのかを把握した。本遺跡群が世界遺産

に登録されたことで，「遺跡」自体は①自然資源を利用した生活，

②精緻で複雑な精神性，③集落立地と生業の関係，④集落形態の

変遷の 4属性を有していることが証明されたといえ，「遺跡」を

通じて 4属性は潜在的に伝達されている。しかし，先に示した

通り，来訪者は「遺跡」を視認しただけで価値を理解することは

困難であり，価値を顕在化し伝達する上では「情報」，および「情

報」を介した「行為」との結びつきが必要である。

　遺跡における価値の伝達手段の結びつきに留意し，「OUVを

構成する要素」4属性の伝達の現状と課題について整理する。来

訪者への「OUVを構成する要素」の伝達上の課題を受け，「遺跡」

「情報」「行為」の結びつきに基づいた今後求められる取組につい

て検討する。

（１）「OUVを構成する要素」の伝達の現状と課題

１）①自然資源を利用した生活の伝達

　①自然資源を利用した生活については，全構成資産を通じて，

野外解説施設の説明板で 31箇所，ガイダンス施設の解説パネル

で 98箇所に記述されており，概ね「情報」が提供されていた。

先にも示した通り，野外解説施設の説明板には出土遺物に関する

情報が記述され，ガイダンス施設では展示構成の中心である出土

遺物に関する情報が解説パネルに記述されている。土器や漁撈具

は，生業の基盤であった採集・狩猟・漁労行為と関わる遺物であ

るため，それら遺物に関する情報が記述されていることが，①自

然資源を利用した生活の「情報」を伝達できている要因と考えら

れる。価値の伝達の取組上，ガイダンス施設と親和性の高い施設

である体験学習施設でも，ガイダンス施設での土器や漁撈具と

いった展示物に伴って，①自然資源を利用した生活に関連する

「対象物」の土器や釣り針が選択されている。一方で，体験でき

る行為がそれらの「製作」に留まっており，価値の伝達は不十分

であった。来訪者への遺跡の価値の伝達に必要な「遺跡」「情報」

「行為」の 3つの要素の結びつきに基づいて考えると，①自然資

源を利用した生活と②精緻で複雑な精神性を伝達する上では，「遺

跡」と「情報」の結びつきは確認できるが，「行為」との結びつ

きが欠落しているといえる（図－ 9）。
２）②精緻で複雑な精神性の伝達

　②精緻で複雑な精神性については，全構成資産を通じて，野

外解説施設の説明板で 23箇所，ガイダンス施設の解説パネルで

115箇所に記述されており，①自然資源を利用した生活と同様に，

概ねその「情報」が提供されていた。これは①自然資源を利用し

た生活と同様，出土遺物に関する情報の提供が要因であることが

考えられる。土偶や装飾品は，②精緻で複雑な精神性を示す出土

遺物である。体験学習では関連する「対象物」としてこれら土偶

や装飾品が選択されているものの，①自然資源を利用した生活と

同様，体験できる行為が「製作」に留まっていた。②精緻で複雑

な精神性を伝達する上でも，「遺跡」と「情報」の結びつきは確

認できるが，「行為」との結びつきが欠落しているといえる（図

－ 9）。
３）③集落立地と生業の関係の伝達

　③集落立地と生業の関係については，全構成資産を通じて，野

外解説施設の説明板で 12箇所，ガイダンス施設の解説パネルで

27箇所の記述に留まり，「情報」は十分に提供されているとはい

えなかった。③集落立地と生業の関係は，遺跡と周辺環境との関

係に基づいて示されるため，野外解説施設の説明板やガイダンス

施設の解説パネルにおける遺構や出土遺物の特徴を中心とした記

述では，十分に「情報」を提供できないことが要因と考えられる。

また，ガイダンス施設における取組と親和性の高い体験学習にお

いても，関連のある「対象物」を選択しづらく，「行為」も提供

されていないと考えられる。③集落立地と生業を伝達する上では，

「遺跡」と「情報」の結びつきが不十分であり，そのため，「情報」

に基づく「行為」とも結びついていないといえる（図－ 9）。
４）④集落形態の変遷の伝達

　④集落形態の変遷については，全構成資産を通じて，野外解説

施設の説明板で 13箇所，ガイダンス施設の解説パネルで 25箇

所の記述に留まり，「情報」は十分に提供されているとはいえな

かった。④集落形態の変遷に関する「情報」を伝達する上では，

集落構造の様相を示す必要があるが，野外解説施設の説明板は，

個々の遺構の特徴の記述に留まっていたことが要因と考えられ

る。また，④集落形態の変遷は，特に遺構や空間に基づいて示さ

れるため，出土遺物を中心に展示が構成されたガイダンス施設で

は十分に「情報」を提供できていない。③集落立地と生業の関係

と同様に，体験学習においても，関連のある「対象物」が選択さ

れず，「行為」も提供されていない。④集落形態の変遷を伝達す

る上でも，「遺跡」と「情報」の結びつきが不十分であり，「行為」

とも結びついていないといえる（図－ 9）。
（２）「遺跡」「情報」「行為」を結びつけるために今後求められる

取組

図－9　遺跡における価値の伝達手段の結びつきとOUVの4属性（筆者作成）
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１）「遺跡」と「情報」を結びつけるための取組

　先に示したように，③集落立地と生業の関係，④集落形態の変

遷を伝達する上では，「遺跡」と「情報」の結びつきが必要である。

これらの価値は，特に遺構や空間に基づいて示されるため，遺構・

空間が備わっている野外解説施設での説明板での情報提供を充実

させることが期待される。ガイダンス施設においても，遺物に関

する「情報」だけではなく，遺構や空間に関する「情報」を充実

させることで，価値の伝達を図ることが求められる。

　本研究では，各ガイダンス施設に共通する取組として解説パネ

ルによる価値の伝達を検討したが，先述のように，三内丸山遺跡

のガイダンス施設では情報伝達の媒体としてデジタルフォトフ

レームが導入されるなど，近年は新たな情報伝達媒体を用いた展

示もみられる。御所野遺跡（岩手県）では，「御所野遺跡ガイド

アプリ」を利用することができ，VRやARなどのデジタル技術

を使うことで，御所野遺跡を取り巻く豊かな自然の景観や調査研

究成果を伝達している 51）。今後は，これらの新たな媒体を用い

た価値伝達手法についても既存の取組と併せて検討していく必要

がある。内田（2016）は，これらデジタルコンテンツを用いた

遺跡の活用は，「詳しい情報は文字や画像・映像・音声で取得で

きるだけでなく，遺跡の往時の様子を現地の様々な視点からビ

ジュアルに体感できる」と述べている 52）。例えば，遺跡の中で

のARを用いた周辺環境に関する情報の提供や，ガイダンス施

設内でのVRを用いた往時の集落構造の表現によって，来訪者

はより多角的な視点から遺跡の往時の様子を体感することがで

き，③集落立地と生業の関係，④集落形態の変遷に関する「情報」

を伝達することができる。

　すでに概ね「情報」が伝達されている①自然資源を利用した生

活，②精緻で複雑な精神性についても，遺跡の中でAR技術を

利用することによって，より深い価値の伝達が期待される。遺構・

空間内に，AR技術を用いて，土器が使用されていた様子や土偶

を用いた祭祀・儀礼の様子を表現することにより，現状ガイダン

ス施設内に展示されている遺物および遺物に関する「情報」と，

遺構・空間との有機的な結びつきを伝達することができる。現状

の「遺跡」と「情報」との結びつきをより強固にし，価値を伝達

することが期待される。

２）「遺跡」・「情報」と「行為」を結びつけるための取組

　先に示したように，①自然資源を利用した生活，②精緻で複雑

な精神性，③集落立地と生業の関係，④集落形態の変遷を伝達す

る上で，「遺跡」・「情報」と「行為」との結びつきが欠落している。「遺

跡」・「情報」と「行為」を結びつける上では，遺構や空間に隣接

している野外解説施設と，体験学習を組合せ，遺物の製作だけで

なく，例えば遺構や空間の中での使用や廃棄といった多様な行動

を伴う体験プログラムを提供する取組が求められる。

　先に言及したように，2019年度に函館市縄文文化交流セン

ターで行われた全 2回の体験講座「鹿角釣り針と海釣り体験」は，

鹿角を利用した釣り針の製作から海釣りまで，一連の多様な行動

を遺跡の周辺環境を使って提供している。こういった多様な行動

を伴うイベントを参考に，観光客を中心とした一般来訪者に対し

ても，個々の遺跡が立地する周辺の環境を利用した遺物の製作の

段階に止まらない体験を提供することで，個々の遺跡の「OUV
を構成する要素」がより効果的に伝達されるといえる。会田

（2018）が，勾玉づくりをはじめとする体験学習を「きれいな自

作の勾玉をお土産にできるという点では集客力のある体験学習で

ある 53）」と述べているように，各体験学習施設で行われている

土器づくりや土偶づくりは集客力の高い取組といえる。しかし，

そういった土器や土偶の製作は，材料さえ入手することができれ

ば遺跡でなくとも行うことができてしまう。遺跡を訪れたからこ

その体験とは，その遺跡の立地などを活かし，来訪者が往時に生

きた人々と同じような「行為」を同じような場所で体験すること

である。それが世界遺産としての遺跡群の価値の伝達において，

必要な方針と考える。

　遺物の製作に留まらない周辺環境を利用した体験は .①自然資

源を利用した生活，③集落立地と生業の関係を伝達する上で，「遺

跡」・「情報」と「行為」を結びつける。また，②精緻で複雑な精

神性の伝達のためには，例えば体験学習の対象物として土偶を選

択した際には，阿部（2013）が，「土偶の特徴は，バラバラに破

壊された状態で出土」することであり，「儀礼的な行為を伴って

破壊されて廃棄に至ったものと推測される」と述べているように
54），一連の儀礼行為や廃棄行為を通した体験が必要といえる。こ

れら価値を伝達する「行為」を，個々の遺跡の規模や構造，性格（拠

点集落，祭祀場，共同墓地など）といった特徴に合わせて実施す

ることで，集落構造の理解を促し，④集落形態の変遷を伝達する

「行為」になると考えられる。

６．結論

　来訪者へ「北海道・北東北の縄文遺跡群」のOUVを伝達す

る上では，個々の遺跡において「OUVの構成要素」を伝達する

必要があるが，現状では伝達されている「OUVの構成要素」に

偏りがみられた。また，「情報」や「行為」はガイダンス施設が

中心となって提供され，遺構や空間における更なる価値の伝達に

関する取組が求められた。野外解説施設での「OUVの構成要素」

に関する「情報」の提供の充実や，実際の遺構や空間を利用した

多様な「行為」の提供によって，各遺跡においてOUVの各構

成要素が効果的に伝達される。

　本遺跡群においては，遺構や空間に基づいて示される属性（特

に，③集落立地と生業の関係，④集落形態の変遷）に関連した「情

報」の提供が不足していた。これらの属性を潜在的に有する「遺跡」

において，AR技術など新たな情報伝達媒体の利用も考慮に入れ

ながら，周辺環境を含めた往時の集落全体の様相に関する「情報」

を提供する手法が求められる。また，提供した「情報」に基づき，

「遺跡」の規模や構造に留意し，周辺環境を利用した多様な「行為」

を実施する方策を併せて検討する必要がある。

　各構成資産において，「遺跡」「情報」「行為」の結びつきに基

づく「OUVの構成要素」の伝達を一貫して行うとともに，シリ

アル・ノミネーションの構成資産間の適切なコミュニケーション

に基づいた相互交流により，取組に関する知見を深めることが，

遺跡群としてのOUVの伝達へとつながる。
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